
消費生活相談 TEL ： 0587 - 53 - 0505

月曜日～金曜日（土日祝日除く） 9～12時、13時～16時30分

旅行予約サイト よく確認！

困ったときは、江南市消費生活センターに
ご相談ください。（０５８７－５３－０５０５）

国内の旅行予約サイトで3週間後に出発の3泊4日の国内
旅行ツアーを大人3人分申し込んだ。前日に「1人あた
り4万5千円」という広告を見てブックマークしておき、
翌日、その広告サイトから条件を入力し、各項目に入
れて申し込みを完了した。その後、落ち着いて旅行代
金を確認すると「1人6万円」に変わっていた。すぐに
キャンセルしたが、キャンセル料1万2千円を請求され
た。申し込み前に確認画面も表示されていたが、よく
確認せずボタンを押してしまった。すぐにキャンセル
したのだから何とかならないか。（70歳代）

旅行予約サイトを通じて予約する場
合は、店舗での予約と異なり、対面
で詳しく説明を受けることができま

せん。消費者自身が申し込み完
了前に契約条件や予約内容を
十分に確認したうえで契約す
る必要があります。

～ひとことアドバイス～

解約や内容変更等に関する条
件は、原則契約内容にしばら
れます。申し込み完了直後に入
力ミス等に気づいても、無条件で
解約・変更ができるわけではあり
ません。申し込みを完了する前に

名前のつづりやメールアドレ
スを含め、旅行日程等の予約
内容が正確に入力されている
かよく確認しましょう。

申し込み時の予約内容が確
認できる画面や契約後に送

付される予約確認メール等
は、旅行が終わるまでス
クリーンショットや印刷
等をして保管しましょう。
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要件を満たせば、クーリング・オフや
中途解約ができる場合があります。

困ったときは、江南市消費生活センターに
ご相談ください。（０５８７－５３－０５０５）

友人に「会わせたい人がいる」と
誘われ、喫茶店で会うこと
になった。同席した男性から、
投資について説明を受け、
その学習教材が入った
USBメモリの購入を勧められた。
代金は約60万円で、購入するかどうか答える前に
消費者金融で借金して支払うことを勧められた。
断り切れずに、その場でウェブ上で借り入れの
手続きを行い支払った。さらに友だちを勧誘して
契約させると紹介料として5万円もらえると聞いたが、
自分には投資も勧誘もできないと思うので、
クーリング・オフしたい。 （当事者：学生）

～ひとことアドバイス～

お金がないと言うと、消費者金融などで借金して支払うよう言われることも
あります。借金してまでの契約は絶対にしないでください。

入学を機に始まった新生活で交友範囲が広がる中で、友人や先輩、SNSや
サークルで知り合った人に、投資やもうけ話を持ち掛けられることがありま
す。これらの勧誘の特徴として、誰かを勧誘すれば報酬がもらえるマルチ取
引（連鎖販売取引）に該当するものもあります。

友人・知人を勧誘することで人間関係が破たんしたり、金銭トラブルが生じ
たりすることもあります。断りにくい状況でもはっきりと断りましょう。


